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目

次

６１

条

例

○
東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…（
総
務
局
）…
�

○
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
）…
�

○
東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
）…
�

○
東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
教
育
委
員
会
）…
�

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
五
号
）

一

現
在
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
を
行
っ
て
い
る
知
事
の
給
料
等
に
つ
い
て
の
特
例
措
置
を
、

令
和
四
年
七
月
三
一
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条

例
第
五
六
号
）

一

非
常
勤
職
員
の
報
酬
の
支
給
方
法
を
改
め
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
七
号
）

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
五
号
）
の
施
行
に
よ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
四
年
法
律
第

三
一
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
八
号
）

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律

第
五
号
）
の
施
行
に
よ
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
四
年
法
律
第

三
一
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
条
例
第
五
九
号
）

一

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
い
ま
す
。

㈠

法
人
事
業
税

電
気
供
給
業
の
う
ち
、
特
定
卸
供
給
事
業
に
係
る
税
率
に
つ
い
て
、
小
売
電
気
事
業
及
び

発
電
事
業
と
同
様
の
税
率
と
し
ま
す
。

㈡

軽
油
引
取
税
及
び
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
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条

例

東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
五
号

東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
知
事
の
給
料
等
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
条
例
第
九
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら

令
和
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布

す
る
。令

和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第

五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
十
日
ま
で
」
を
「
十
五
日
（
翌
月
十
五
日
が
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
（
国

民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
定
め
る
休
日
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
当
た
る
と
き
は
、
翌
月
十
五
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日

で
な
い
日
（
そ
の
日
が
二
あ
る
と
き
は
、
翌
月
十
五
日
よ
り
前
の
日
）
）
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
任
用
す
る
職
員
に
対
す
る
報
酬
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に

任
用
し
た
職
員
に
対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
七
号

東
京
都
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
条
例
（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
五
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

帳
簿
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
に
つ
い
て
、
手
続
を
簡
素
化
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
ほ
か
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
〇
号
）

一

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
の
施
行
等
に
伴
い
、
宿

泊
税
に
関
す
る
帳
簿
等
の
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
等
に
つ
い
て
、
手
続
を
簡
素
化
す
る
ほ
か
、

所
要
の
改
正
を
行
い
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。

◉
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
六
一
号
）

一

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る

政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
四
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
介
護
補
償
の

限
度
額
を
改
定
し
ま
す
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
ま
す
。
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第
二
条
第
一
号
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
第
三
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二
号
中
「
法
」
を
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三

十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
二
条
第
六
号
」
を
「
第
二
条
第
七
号
」
に
、
「
同
条
第
七
号
」
を
「
同
条
第

八
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
予
防
」
の
下
に
「
及
び
感
染
の
拡
大
の
防
止
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
知
事
は
、
」
の
下
に
「
法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
要
請
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
」
を
加
え
、
「
要
請
又
は
同
条
第
三

項
の
指
示
」
を
「
規
定
に
よ
る
要
請
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
八
号

東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
特
定
非
常
災
害
の
被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例

（
令
和
二
年
東
京
都
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公

布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
五
十
九
号

東
京
都
都
税
条
例
及
び
東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

第
一
条

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
百
十
八
条
」
を
「
第
二
百
十
四
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
三
第
四
項
第
二
号
中
「
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
七
」
を
「
及
び
法
第
百
四
十
四
条

の
二
十
七
」
に
改
め
、
「
並
び
に
第
百
三
条
の
十
三
の
二
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付

を
受
け
た
者
に
係
る
第
二
百
十
四
条
に
規
定
す
る
申
請
、
第
二
百
十
五
条
に
規
定
す
る
届
出
及
び
第

二
百
十
六
条
に
規
定
す
る
承
認
の
取
消
し
（
第
二
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
七
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
条
の
七
」
を
「
第
五
十
条
の
七
第
一
項
」
に
、

「
本
条
」
を
「
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
ま
た
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
二
第
二
項
中
「
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
源
泉
徴
収
選
択
口
座
」
と
い

う
。
）
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
六
中
「
選
択
口
座
」
を
「
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
源

泉
徴
収
選
択
口
座
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
選
択
口
座
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
二
項
中
「
の
金
額
」
の
下
に
「
又
は
同
項
に
規
定
す
る
特
定
費
用
の
金

額
（
当
該
特
定
費
用
の
金
額
が
選
択
口
座
に
お
い
て
そ
の
年
最
後
に
行
わ
れ
た
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
対
象
譲
渡
等
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
口
座
内
通
算
所
得
金
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

そ
の
超
え
る
部
分
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電
事
業
等
」
に
改
め
、
「
発
電

事
業
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
特
定
卸

供
給
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。
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第
三
十
一
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
三
十
三
条
中
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電
事
業
等
及

び
特
定
卸
供
給
事
業
」
に
改
め
る
。

第
百
三
条
の
十
二
第
二
項
中
「
記
名
押
印
」
を
「
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
」
に
改
め
る
。

第
百
三
条
の
十
四
中
「
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
」
を
「
に
規
定
す
る
」
に
、
「
第
七
百

四
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
」
を
「
第
七
百
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改

め
る
。

第
二
百
十
二
条
中
「
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、
「
者
は
、
」
の
下
に

「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
「
の
下
欄
に
掲
げ
る
」
を
「
に
定
め
る
」
に
、
「
場
合
で
あ
つ
て
、
知
事

の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
当
該
承
認
を
受
け
た
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、

同
条
の
表
を
削
り
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
四
十
八
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

同
条
に
規
定

す
る
帳
簿

二

第
百
三
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の
申
告
納
付
義
務
者

同
項
に
規
定
す

る
帳
簿

第
二
百
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
の
表
の
各
号
の
上
欄
」
を
「
前
条
各
号
」
に
改
め
、
「
者

は
、
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
「
の
下
欄
に
掲
げ
る
」
を
「
に
定
め
る
」
に
、
「
場
合
で

あ
つ
て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、
「
当
該
承
認
を
受
け
た
」
を

「
当
該
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
同

条
各
号
に
定
め
る
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
備
付
け
及
び
保
存
を
も
つ
て
当
該
帳
簿
の
備
付
け
及

び
保
存
に
代
え
て
い
る
当
該
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、
「
帳
簿
の
う
ち
同
条
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も

の
」
を
「
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
帳
簿
」
に
改
め
、
「
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
」

を
削
り
、
「
当
該
承
認
を
受
け
た
」
を
「
当
該
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
四
条
か
ら
第
二
百
十
七
条
ま
で
を
削
る
。

第
二
百
十
八
条
中
「
第
二
百
十
三
条
各
項
」
を
「
前
条
各
項
」
に
、
「
の
承
認
を
受
け
て
い
る
」

を
「
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
備
付
け
及
び
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
」
に
改
め
、

同
条
を
第
二
百
十
四
条
と
す
る
。

附
則
第
五
条
第
三
項
の
表
中
「
が
二
億
円
」
を
「
（
小
売
電
気
事
業
等
、
発
電
事
業
等
及
び
特
定

卸
供
給
事
業
に
係
る
収
入
金
額
を
除
く
。
）
が
年
二
億
円
」
に
、
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発

電
事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
二
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
及
び
発
電
事
業
等
」
を
「
、
発
電

事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条

東
京
都
都
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
三
年
東
京
都
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
四
条
の
改
正
規
定
中
「
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
五
十
二
項
」
を
「
第
三
百
二
十
一
条
の

八
第
六
十
項
」
に
、
「
同
条
第
五
十
六
項
又
は
第
六
十
六
項
」
を
「
同
条
第
六
十
四
項
又
は
第
七
十

四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
条
の
改
正
規
定
中
「
第
五
十
三
条
第
五
十
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
六
十
三
項
」
に
、

「
同
条
第
五
十
九
項
又
は
第
六
十
九
項
」
を
「
同
条
第
六
十
七
項
又
は
第
七
十
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
第
二
十
四
条
の
七
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
十
二
第
二

項
、
第
二
十
四
条
の
二
十
六
、
第
百
三
条
の
十
二
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改

正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
目
次
の
改
正
規
定
、
第
四
条
の
三
第
四
項
第
二
号
、
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
二
項
、

第
百
三
条
の
十
四
、
第
二
百
十
二
条
、
第
二
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
二

百
十
四
条
か
ら
第
二
百
十
七
条
ま
で
を
削
る
改
正
規
定
並
び
に
第
二
百
十
八
条
を
第
二
百
十
四
条

と
す
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定

令
和
四
年
一
月
一
日

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、

施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し

た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
（
以
下
「
四
年
一
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月
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
二
十
七
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
行

わ
れ
る
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
十
一
号
。
以
下
「
所
得
税
法
等

改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
二
十
六
号
）
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
行
わ
れ
た
所
得
税
法
等
改
正
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十

七
条
の
十
一
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
譲
渡
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

四
年
一
月
条
例
第
二
百
十
二
条
及
び
第
二
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以

後
に
備
付
け
を
開
始
す
る
帳
簿
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

５

四
年
一
月
条
例
第
二
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ

る
帳
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
四
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
号

東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

東
京
都
宿
泊
税
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中
「
帳
簿
」
を
「
帳
簿
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ
り
電
磁
的
記
録
」

の
下
に
「
（
地
方
税
法
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
「
場
合
で
あ
っ
て
、
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
」
を
「
場
合
に
は
」
に
、

「
当
該
承
認
を
受
け
た
」
を
「
当
該
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
が
当
該
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

従
っ
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
（
当
該
書
類
の
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該

特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
電
磁
的
記
録
を
保
存
す
べ
き
期
間
そ
の
他
の
規
則
で
定
め
る
要
件
を
満

た
し
て
当
該
電
磁
的
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
項
前
段
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
書
類
に
係
る
電

磁
的
記
録
又
は
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
当
該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た

事
項
に
関
し
地
方
税
法
第
七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
三
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
後

の
そ
の
提
出
又
は
更
正
若
し
く
は
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
重
加
算
金
額
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
同
法
第

七
百
五
十
六
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
第
百
四
十
四
条
の

四
十
八
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
一
項
」
と
、
「
第
百
四
十
四
条
の
四

十
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
二
百
十
二
条
中
「
掲
げ
る
帳
簿
」
と
あ
る
の
は
「
掲
げ
る
帳
簿
（
書
類
を
含
む
。

こ
の
条
の
表
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
」
を
「
第
二
百
十
二
条
の
見
出
し
中
「
帳

簿
」
と
あ
る
の
は
「
帳
簿
等
」
と
、
同
条
中
「
定
め
る
帳
簿
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
帳
簿
等
（
書
類

を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
」
に
改
め
、
「
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

と
」
の
下
に
「
、
「
当
該
帳
簿
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
帳
簿
等
」
と
」
を
加
え
、
「
同
条
の
表
中
」
を

削
り
、

「
「
二

第
百
三
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
油

引
取
税
の
申
告
納
付
義
務
者

同
項
に
規
定
す
る
帳
簿

」
」
を

「
「
二

第
百
三
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の
申
告
納
付
義
務
者

同
項
に

規
定
す
る
帳
簿

」
」
に
、

「
「
二

第
百
三
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
油

引
取
税
の
申
告
納
付
義
務
者

同
項
に
規
定
す
る
帳
簿

を

三

東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す
る
宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者

同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
又
は
書
類

」
」

「
「
二

第
百
三
条
の
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の
申
告
納
付
義
務
者

同
項
に

規
定
す
る
帳
簿

三

東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
宿
泊
税
の
特
別
徴
収

義
務
者

同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
等

」
」

に
、

「
第
二
百
十
四
条
第
一
項
中
「
同
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
又
は
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
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項
」
と
、
「
種
類
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
種
類
、
第
二
百
十
二
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
当
該
」
と
、
「
概
要
」
と
あ
る
の
は
「
概
要
、
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事

項
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
装
置
の
概
要
、
」
と
、
「
が
、
当
該
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
が
、
第
二

百
十
二
条
又
は
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
の
承
認
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
、
都
税
条
例

第
二
百
十
五
条
及
び
都
税
条
例
第
二
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
百
十
二
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
二
百
十
二
条
又
は
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
」
と
、
都
税
条
例
第
二
百
十
七
条
中
「
同

条
の
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
又
は
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
の
」
と
、
「
、
「
が
、
当
該
承

認
」
と
あ
る
の
は
「
が
、
前
条
第
一
項
の
承
認
」
と
」
と
あ
る
の
は
「
、
「
種
類
、
第
二
百
十
二
条
の

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
種
類
、
当
該
」
と
、
「
概
要
、
東

京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
承
認
を
受
け
よ

う
と
す
る
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
電
磁
的
記
録
に
記
録
す
る
装
置
の
概
要
、
」
と
あ
る
の
は

「
概
要
」
と
、
「
第
二
百
十
二
条
又
は
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
の
承
認
」
と
あ
る
の
は

「
前
条
第
一
項
の
承
認
」
と
」
と
、
「
「
第
二
百
十
二
条
」
」
と
あ
る
の
は
「
「
第
二
百
十
二
条
又
は

東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
」
」
」
を
「
第
二
百
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
帳
簿
」

と
あ
る
の
は
「
帳
簿
等
」
」
に
、
「
第
二
百
十
八
条
」
を
「
第
二
百
十
四
条
」
に
、
「
又
は
第
二
百
十

三
条
各
項
」
を
「
又
は
前
条
各
項
」
に
、
「
第
二
百
十
三
条
各
項
又
は
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第

三
項
」
」
を
「
前
条
各
項
又
は
東
京
都
宿
泊
税
条
例
第
十
条
第
三
項
」
と
、
「
帳
簿
」
と
あ
る
の
は

「
帳
簿
等
」
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
を
削
り
、
附
則
第
六
項
を
附
則
第
五
項
と
し
、
附
則
第
七
項
を
附
則
第
六
項
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
宿
泊
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
三

項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
保
存
が
行
わ
れ
る
書
類
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

新
条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
条
例
第
七
条
の
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限

が
到
来
す
る
宿
泊
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

新
条
例
第
十
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
備
付
け
を
開
始
す
る
帳
簿
等
（
書
類
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
保
存
が
行
わ
れ
る
帳
簿
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
）
に
つ
い
て

適
用
す
る
。

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
六
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
六
十
一
号

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
七
年
東
京
都
条
例
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
」
を
「
十
七
万
一
千
六
百
五
十
円
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
七
万
二
千
九
百
九
十
円
」
を
「
七
万
三
千
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
八
万
三
千
四
百
八
十
円
」
を
「
八
万
五
千
七
百
八
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学

校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の

規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

新
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き

事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

適
用
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
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害
補
償
に
関
す
る
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
補
償

（
適
用
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
し
て

支
払
わ
れ
た
金
額
は
、
新
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。
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